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３ 介護保険料基準額の設定 

（１）第９期計画の介護保険料   

① 財源構成について 

本計画期間の負担割合は、第８期同様、第１号被保険者については23％であり、第２号

被保険者の負担割合については27％となります。 

介護給付費 

   ■居宅サービス等              ■施設サービス等 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

地域支援事業費 

 ■介護予防・日常生活支援総合事業      ■包括的支援事業・任意事業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※国の調整交付金とは、地域における保険料負担の差異を平準化するために、市町村の高齢化の状況などに応

じて５％を基準に国から交付されるもので、後期高齢者加入割合や所得段階別加入割合に基づいて、市町村ご

とに交付割合を定めて交付されています。 

 

 

（鯖江市高齢者福祉計画・第 9期介護保険事業計画より） 

 

 

第１号被保険者 
の保険料 
23.0％ 

第２号被保険者 
の保険料 
27.0％ 

国 
20.0％ 

国の調整 
交付金※ 
5.0％ 

県 
12.5％ 

市 
12.5％ 

第１号被保険者 
の保険料 
23.0％ 

第２号被保険者 
の保険料 
27.0％ 

国 
15.0％ 

国の調整 
交付金※ 
5.0％ 

県 
17.5％ 

市 
12.5％ 

第１号被保険者 
の保険料 
23.0％ 

第２号被保険者 
の保険料 
27.0％ 国 

20.0％ 

国の調整 
交付金※ 
5.0％ 

県 
12.5％ 

市 
12.5％ 

第１号被保険者 
の保険料 
23.0％ 

国 
38.5％ 

県 
19.25％ 

市 
19.25％ 


